
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
（平成七年五月一日政令第百九十二号）

改正：平成 九年 二月一九日政令第 一九号

平成一一年一〇月一四日政令第三二一号

令和 二年 五月二七日政令第一七六号

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令をここに公布する。

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

内閣は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成七年法律第六十

五号）第二条第一項から第五項まで及び第三十四条第一項の規定に基づき、この政令

を制定する。

（毒性物質）

第一条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（以下「法」という。）第
二条第一項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

（化学兵器）

第二条 法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。
一 砲弾又はその弾体

二 ロケット弾又はその弾体

三 地雷又はその外殻

四 爆弾又はその弾体

（特定物質及び指定物質）

第三条 法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質

とする。

２ 法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げ

る物質とする。

３ 法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物

質とする。

（運搬証明書の書換え）

第三条の二 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生

じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都

道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

（運搬証明書の再交付）

第三条の三 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又

は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付し

て交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならな

い。

（不要となった運搬証明書の返納）

第三条の四 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することと

なったときは、速やかに当該運搬証明書（第三号の場合にあっては、発見し、又は

回復した運搬証明書）を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなけ



ればならない。

一 運搬を終了したとき。

二 運搬をしないこととなったとき。

三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明

書を発見し、又は回復したとき。

（都道府県公安委員会の間の連絡）

第三条の五 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公

安委員会（以下この条において「関係公安委員会」という。）は、次に掲げる措置を

とるものとする。

一 出発地を管轄する都道府県公安委員会（以下この号において「出発地公安委員

会」という。）以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法

第十七条第一項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第二項の指示を行

うこと。

二 法第十七条第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容

を他の関係公安委員会に通知すること。

三 前二号に定めるもののほか、当該運搬において特定物質が盗取され、又は所在

不明となることを防ぐため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

２ 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合に

は、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第三条の二の規定による届

出、第三条の三の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことがで

きるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委

員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

（有機化学物質及び特定有機化学物質）

第四条 法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。

一 関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二八類及び第二九類に該当

する物品（単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び

硫化物並びに金属炭酸塩を除く。）

二 関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品（単一の構造式を有する炭素化

合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。）

三 エチルアルコール

四 メタン

五 プロパン

六 尿素

２ 法第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合

成反応（発酵に係るものを除く。）を含まないものとする。

３ 法第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号及び第二号に掲げる有

機化学物質であって、りん原子、硫黄原子又はふっ素原子を含むものとする。

（国際機関の指定する者の検査等への立会い）

第五条 法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び

使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部３に規定す

る申立てによる査察が行われる場合とする。

（特定施設）

第六条 法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。



２ 法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、法の施行の日（平成七年五月五日）から施行する。

附 則 （平成九年二月一九日政令第一九号）

この政令は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律附則第一条第一号

に掲げる規定の施行の日（平成九年三月十九日）から施行する。ただし、第三条の次

に二条を加える改正規定（第五条に係る部分に限る。）は、同法附則第一条第二号に掲

げる規定の施行の日（平成九年四月二十九日）から施行する。

附 則 （平成一一年一〇月一四日政令第三二一号）

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の

日（平成十二年四月一日）から施行する。

附 則（令和二年五月二七日政令第一七六号）

この政令は、令和二年六月七日から施行する。

別表（第一条、第三条関係）

毒 性 物 質 原 料 物 質

一 特定物質 （一） Ｏ―アルキル アルキ （一） アルキルホスホニルジ

＝

ルホスホノフルオリダート フルオリド（アルキル基の炭

（Ｏ―アルキルのアルキル基 素数が三以下であるものに限

がシクロアルキル基であるも る。）

のを含み、Ｏ―アルキルのア （二） Ｏ―アルキル Ｏ―二

＝

ルキル基の炭素数が十以下で ―ジアルキルアミノエチル＝

あり、かつ、アルキルホスホ アルキルホスホニット（Ｏ―

ノフルオリダートのアルキル アルキルのアルキル基がシク

基の炭素数が三以下であるも ロアルキル基であるものを含

のに限る。） み、Ｏ―アルキルのアルキル

（二） Ｏ―アルキル Ｎ・Ｎ 基の炭素数が十以下であり、

＝

―ジアルキル＝ホスホルアミ かつ、Ｏ―二―ジアルキルア

ドシアニダート（Ｏ―アルキ ミノエチル及びアルキルホス

ルのアルキル基がシクロアル ホニットのアルキル基の炭素

キル基であるものを含み、Ｏ 数が三以下であるものに限

―アルキルのアルキル基の炭 る。）並びにそのアルキル化

素数が十以下であり、かつ、 塩類及びプロトン化塩類

Ｎ・Ｎ―ジアルキルのアルキ （三） Ｏ―二―ジアルキルア

ル基の炭素数が三以下である ミノエチル ヒドロゲン ア

＝ ＝



ものに限る。） ルキルホスホニット（Ｏ―二

（三） Ｏ―アルキル Ｓ―二 ―ジアルキルアミノエチル及

＝

―ジアルキルアミノエチル びアルキルホスホニットのア

＝

アルキルホスホノチオラート ルキル基の炭素数が三以下で

（Ｏ―アルキルのアルキル基 あるものに限る。）並びにそ

がシクロアルキル基であるも のアルキル化塩類及びプロト

のを含み、Ｏ―アルキルのア ン化塩類

ルキル基の炭素数が十以下で （四） Ｏ―イソプロピル メ

＝

あり、かつ、Ｓ―二―ジアル チルホスホノクロリダート

キルアミノエチル及びアルキ （別名クロロサリン）

ルホスホノチオラートのアル （五） Ｏ―ピナコリル メチ

＝

キル基の炭素数が三以下であ ルホスホノクロリダート（別

るものに限る。）並びにその 名クロロソマン）

アルキル化塩類及びプロトン

化塩類

（四） Ｓ―二―ジアルキルア

ミノエチル ヒドロゲン ア
＝ ＝

ルキルホスホノチオラート

（Ｓ―二―ジアルキルアミノ

エチル及びアルキルホスホノ

チオラートのアルキル基の炭

素数が三以下であるものに限

る。）並びにそのアルキル化

塩類及びプロトン化塩類

（五） 二―クロロエチルクロ

ロメチルスルフィド

（六） ビス（二―クロロエチ

ル）スルフィド（別名マスタ

ードガス）

（七） ビス（二―クロロエチ

ルチオ）メタン

（八） 一・二―ビス（二―ク

ロロエチルチオ）エタン（別

名セスキマスタード）

（九） 一・三―ビス（二―ク

ロロエチルチオ）―ｎ―プロ

パン

（一〇） 一・四―ビス（二―

クロロエチルチオ）―ｎ―ブ

タン

（一一） 一・五―ビス（二―

クロロエチルチオ）―ｎ―ペ

ンタン



（一二） ビス（二―クロロエ

チルチオメチル）エーテル

（一三） ビス（二―クロロエ

チルチオエチル）エーテル

（別名Ｏ―マスタード）

（一四） 二―クロロビニルジ

クロロアルシン（別名ルイサ

イト一）

（一五） ビス（二―クロロビ

ニル）クロロアルシン（別名

ルイサイト二）

（一六） トリス（二―クロロ

ビニル）アルシン（別名ルイ

サイト三）

（一七） ビス（二―クロロエ

チル）エチルアミン（別名Ｈ

Ｎ一）

（一八） ビス（二―クロロエ

チル）メチルアミン（別名Ｈ

Ｎ二）

（一九） トリス（二―クロロ

エチル）アミン（別名ＨＮ

三）

（二〇） サキシトキシン

（二一） リシン

（二二） Ｐ―アルキル―Ｎ―

［一―（ジアルキルアミノ）

アルキリデン］ホスホンアミ

ド酸＝フルオリド（Ｐ―アル

キル又はジアルキルアミノの

アルキル基がシクロアルキル

基であるもの及びアルキリデ

ン基がシクロアルキルメチリ

デン基であるものを含み、Ｐ

―アルキル及びジアルキルア

ミノのアルキル基の炭素数が

十以下であり、かつ、アルキ

リデン基の炭素数が十一（ア

ルキリデン基がシクロアルキ

ルメチリデン基である場合に

あっては、シクロアルキルの

アルキル基の炭素数が十）以

下であるものに限る。）並び



にそのアルキル化塩類及びプ

ロトン化塩類

（二三） Ｎ―［一―（ジア

ルキルアミノ）アルキリデン］

ホスホンアミド酸＝フルオリ

ド（アルキル基がシクロアル

キル基であるもの及びアルキ

リデン基がシクロアルキルメ

チリデン基であるものを含

み、アルキル基の炭素数が十

以下であり、かつ、アルキリ

デン基の炭素数が十一（アル

キリデン基がシクロアルキル

メチリデン基である場合に

あっては、シクロアルキルの

アルキル基の炭素数が十）以

下であるものに限る。）並び

にそのアルキル化塩類及びプ

ロトン化塩類

（二四） Ｎ―［一―（ジア

ルキルアミノ）アルキリデン］

ホスホロアミドフルオリド酸

（アルキル基がシクロアルキ

ル基であるもの及びアルキリ

デン基がシクロアルキルメチ

リデン基であるものを含み、

アルキル基の炭素数が十以下

であり、かつ、アルキリデン

基の炭素数が十一（アルキリ

デン基がシクロアルキルメチ

リデン基である場合にあって

は、シクロアルキルのアルキ

ル基の炭素数が十）以下であ

るものに限る。）並びにその

アルキル化塩類及びプロトン

化塩類

（二五） アルキル＝Ｎ―［一

―（ジアルキルアミノ）アル

キリデン］ホスホロアミドフ

ルオリダート（ホスホロアミ

ドフルオリダートに結合する

アルキル基又はジアルキルア



ミノのアルキル基がシクロア

ルキル基であるもの及びアル

キリデン基がシクロアルキル

メチリデン基であるものを含

み、ホスホロアミドフルオリ

ダートに結合するアルキル基

及びジアルキルアミノのアル

キル基の炭素数が十以下であ

り、かつ、アルキリデン基の

炭素数が十一（アルキリデン

基がシクロアルキルメチリデ

ン基である場合にあっては、

シクロアルキルのアルキル基

の炭素数が十）以下であるも

のに限る。）並びにそのアル

キル化塩類及びプロトン化塩

類

（二六） Ｎ―［ビス（ジエチ

ルアミノ）メチリデン］―Ｐ

―メチルホスホンアミド酸＝

フルオリド

（二七） Ｎ―アセチルオキシ

アルキル―Ｎ・Ｎ・Ｎ ・′

Ｎ ―テトラアルキル―Ｎ′ ′

―｛［三―（ジメチルカルバ

モイルオキシ）ピリジン―二

―イル］メチル｝―Ｎ・Ｎ′

―（デカン―一・Ｘ―ジイル）

ジアンモニウム＝ジブロミド

（アセチルオキシアルキル基

がシアノアルキル基又はヒド

ロキシアルキル基であるもの

を含み、アセチルオキシアル

キル（アセチルオキシアルキ

ル基がシアノアルキル基又は

ヒドロキシアルキル基である

場合にあっては、それぞれシ

アノアルキル又はヒドロキシ

アルキル）及びテトラアルキ

ルのアルキル基の炭素数が十

以下であり、かつ、アセチル

オキシ基（アセチルオキシア

ルキル基がシアノアルキル基



又はヒドロキシアルキル基で

ある場合にあっては、それぞ

れシアノ基又はヒドロキシ

基）がその結合するアルキル

基と当該アルキル基の位置番

号一から八までのいずれかの

炭素原子において結合してい

るものに限る。）（Ｘは、一か

ら十までの整数を表すものと

する。）

（二八） Ｎ・Ｎ・Ｎ ・Ｎ′ ′

―テトラアルキル―Ｎ・Ｎ′

―ビス｛［三―（ジメチルカ

ルバモイルオキシ）ピリジン

―二―イル］メチル｝エタン

ビス（アミジウム）＝ジブロ

ミド（テトラアルキルのアル

キル基の炭素数が十以下であ

るものに限る。）

（二九） Ｎ・Ｎ・Ｎ ・Ｎ′ ′

―テトラアルキル―Ｎ・Ｎ′

―ビス｛［三―（ジメチルカ

ルバモイルオキシ）ピリジン

―二―イル］メチル｝―Ｎ・

Ｎ′―（二・Ｘ ―ジオキソ１

アルカン―一・Ｘ ―ジイ２

ル）ジアンモニウム＝ジブロ

ミド（アルカンの構造が直鎖

であり、当該アルカンの炭素

数が四以上十二以下であり、

かつ、テトラアルキルのアル

キル基の炭素数が十以下であ

るものに限る。）（Ｘ は当該１

アルカンの炭素数から一を減

じた数を、Ｘ は当該アルカ２

ンの炭素数と等しい数を表す

ものとする。）

二 第一種指 （一） Ｏ・Ｏ ―ジエチル （一） 炭素数が三以下である′

＝

定物質 Ｓ―［二―（ジエチルアミ 一のアルキル基との結合以外

ノ）エチル］ ホスホロチオ に炭素原子との結合のないり

＝

ラート（別名アミトン）並び ん原子を含む化合物であっ

にそのアルキル化塩類及びプ て、次に掲げるもの以外のも



ロトン化塩類 の。

（二） 一・一・三・三・三― イ 一の項の第三欄（一）か

ペンタフルオロ―二―（トリ ら（四）まで及び第四欄に

フルオロメチル）―一―プロ 掲げる物質

ペン（別名ＰＦＩＢ） ロ Ｏ―エチル Ｓ―フェニ
＝
（三） 三―キヌクリジニル ル エチルホスホノチオロ

＝ ＝

ベンジラート（別名ＢＺ） チオナート（別名ホノホ

ス）

（二） Ｎ・Ｎ―ジアルキルホ

スホルアミジク ジハリド

＝

（アルキル基の炭素数が三以

下であるものに限る。）

（三） ジアルキル Ｎ・Ｎ―

＝

ジアルキルホスホルアミダー

ト（ジアルキル及びＮ・Ｎ―

ジアルキルホスホルアミダー

トのアルキル基の炭素数が三

以下であるものに限る。）

（四） 三塩化ヒ素

（五） 二・二―ジフェニル―

二―ヒドロキシ酢酸

（六） キヌクリジン―三―オ

ール

（七） Ｎ・Ｎ―ジアルキルア

ミノエチル―二―クロリド

（アルキル基の炭素数が三以

下であるものに限る。）及び

そのプロトン化塩類

（八） Ｎ・Ｎ―ジアルキルア

ミノエタン―二―オール（ア

ルキル基の炭素数が三以下で

あるものに限り、Ｎ・Ｎ―ジ

メチルアミノエタノール及び

Ｎ・Ｎ―ジエチルアミノエタ

ノールを除く。）及びそのプ

ロトン化塩類

（九） Ｎ・Ｎ―ジアルキルア

ミノエタン―二―チオール

（アルキル基の炭素数が三以

下であるものに限る。）及び

そのプロトン化塩類

（一〇） ビス（二―ヒドロキ

シエチル）スルフィド（別名



チオジグリコール）

（一一） 三・三―ジメチルブ

タン―二―オール（別名ピナ

コリルアルコール）

三 第二種指 （一） 二塩化カルボニル（別 （一） 塩化ホスホリル

定物質 名ホスゲン） （二） 三塩化リン

（二） 塩化シアン （三） 五塩化リン

（三） シアン化水素 （四） 亜リン酸トリメチル

（四） トリクロロニトロメタ （五） 亜リン酸トリエチル

ン（別名クロロピクリン） （六） 亜リン酸ジメチル

（七） 亜リン酸ジエチル

（八） 一塩化硫黄

（九） 二塩化硫黄

（一〇） 塩化チオニル

（一一） エチルジエタノール

アミン

（一二） メチルジエタノール

アミン

（一三） トリエタノールアミ

ン


